
デジタル庁ヒアリング結果 

■個人データモデル
★なくてもいいのでは項目（なぜ、この 3 つなのか？これがあるなら血

液型等はないのか？） 
  No.20 年齢 
  No.21 身長 
  No.22 体重 

★疑義のある項目
No.23 機能支援の要否
No.24 機能支援の種別
No.27 既婚・未婚
No.28 配偶者
No.29 子
No.30 学生
No.31 収入の有無
No.33 役割関与情報

★名称変更の項目
No.16 出生国 → 出生地 （戸籍上の項目名）

■連絡先データモデル
   連絡先を継承した 個人連絡先、施設連絡先、法人連絡先の制限縛り

は、フローを考慮する実装データモデルで扱う方がよい。 
   法人連絡先の追加項目のみのこす。 

（個人連絡先、施設連絡先は、連絡先と同一内容となるため、削
除） 

■住所データモデル
   公開時点ではアドレス・ベース・レジストリと整合はあっているはず、

4 月下旬頃までにアドレス・ベース・レジストリ担当に 
   「442_コアデータパーツ_住所（アドレス）.docx」最新化を依頼中。 

以上 
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